
知財紛争処理システムに関する国内アンケート結果
「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」

国内アンケート結果中間報告 損害賠償額関連抜粋

「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」における国内アンケート調査（証
拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実態等）の結果の中間報告において、企業（523者）からの回答
の集計結果と、特許権侵害訴訟経験又は訴訟の検討経験のある企業（158者）及び弁護士（27者）からの回答のク
ロス集計結果のうち、損害賠償額に関連する箇所について抜粋し、一部色を変更したもの。

＜アンケート対象者について＞

企業：日本知的財産協会正会員企業（936者：2015年10月16日時点）と、平成26年～27年8月において、特許権侵害訴訟の原告又
は被告の経験がある企業（判決ベース）から日本知的財産協会正会員企業の重複を除いた168者の合計1104者にアンケートを送
付し、523者（回答率47.4％）より回答を得た。

弁護士：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計5回以上の弁護士52者（判決
ベース）にアンケートを送付し、27者（回答率51.9％）より回答を得た。

資料２



特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象
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a. 損害を補填するのに十分

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

c1. 特許の寄与率の認定が適切

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

c3. その他

d. 市場規模等の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

f. 他国で認定される額と比較しても適切

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

h. 損害を補填するのに不十分

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切

j3. その他

k. 市場規模等の認定が不適切

l. 覆滅の認定が不適切

m. 他国で認定される額と比較して高額

m1. 米国

m2. ドイツ

m3. その他の国

n. 他国で認定される額と比較して低額

n1. 米国

n2. ドイツ

n3. その他の国

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

p. その他

損害賠償額に対する印象（企業）

※訴訟等の経験等は問わず、全ての企業からの回答を集計したもの
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a. 損害を補填するのに十分

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

c1. 特許の寄与率の認定が適切

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

c3. その他

d. 市場規模等の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

f. 他国で認定される額と比較しても適切

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

h. 損害を補填するのに不十分

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切

j3. その他

k. 市場規模等の認定が不適切

l. 覆滅の認定が不適切

m. 他国で認定される額と比較して高額

m1. 米国

m2. ドイツ

m3. その他の国

n. 他国で認定される額と比較して低額

n1. 米国

n2. ドイツ

n3. その他の国

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

p. その他

損害賠償額に対する印象（弁護士）



特許権者としての損害賠償に関する経験
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特許権者としての損害賠償に関する経験（弁護士）

a. 特許権者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者の代理人としての経験がある

無回答
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特許権者としての損害賠償に関する経験（企業）

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者としての経験がある

無回答
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b. 損害賠償が認められた

b1. 納得した

b1①. 認容額が期待以上であった

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

b1②. 認容額が期待程度であった

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

b1⑥. その他

b2. 不満が残った

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

b2③う. その他

b2④. 市場規模等の認定が不十分

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

b2⑧. その他

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

c. 損害賠償が認められなかった

c1. 損害はないと認定された

c2. その他
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b. 損害賠償が認められた

b1. 納得した

b1①. 認容額が期待以上であった

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

b1②. 認容額が期待程度であった

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

b1⑥. その他

b2. 不満が残った

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

b2③う. その他

b2④. 市場規模等の認定が不十分

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

b2⑧. その他

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

c. 損害賠償が認められなかった

c1. 損害はないと認定された

c2. その他



被疑侵害者としての損害賠償に関する経験
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124 28 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験

（企業）

a. 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者としての経験がある

無回答
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験

（弁護士）

a. 被疑侵害者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者の代理人としての経験がある

無回答
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b. 損害賠償が認められた

b1. 納得した

b1①. 認容額が適切と考えた

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

b1③. その他

b2. 不満が残った

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

b2①う. その他

b2②. 市場規模等の認定が過剰

b2③. 覆滅の認定が不適切

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

b2⑥. その他

c. 損害賠償が認められなかった

c1. 損害はないと認定された

c2. その他
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b. 損害賠償が認められた

b1. 納得した

b1①. 認容額が適切と考えた

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

b1③. その他

b2. 不満が残った

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

b2①う. その他

b2②. 市場規模等の認定が過剰

b2③. 覆滅の認定が不適切

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

b2⑥. その他

c. 損害賠償が認められなかった

c1. 損害はないと認定された

c2. その他



特許法第１０２条第１項に関する経験
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a. 同制度を知らない

b. 同制度を知っているが、経験はない

特許権者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

特許法第102条第１項に関する経験（企業）

9

9

5

1

4

1

0

0

0

14

5

8

4

1

0 5 10 15 20

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額の根拠の証明に困難性があった

c1①. 利益率を相手方へ開示することに懸念があった

c1②. 実施能力を相手方に開示することに懸念があった

c1③. 被疑侵害者の譲渡数量の証明に困難性があった

c1④. その他

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（企業）
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（企業）
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b. 代理人として同制度の経験はない

特許権者の代理人としての経験がある

被疑侵害者の代理人としての経験がある

特許法第102条第１項に関する経験（弁護士）
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c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額の根拠の証明に困難性があった

c1①. 利益率を相手方へ開示することに懸念があった

c1②. 実施能力を相手方に開示することに懸念があった

c1③. 被疑侵害者の譲渡数量の証明に困難性があった

c1④. その他

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（弁護士）
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（弁護士）



特許法第１０２条第２項に関する経験
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a. 同制度を知らない

b. 同制度を知っているが、経験はない

特許権者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

特許法第102条第２項に関する経験（企業）
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 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額（被疑侵害者の利益）の根拠の証明に困難性が…

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（企業）
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（企業）
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b. 代理人として同制度の経験はない

特許権者の代理人としての経験がある

被疑侵害者の代理人としての経験がある

無回答

特許法第102条第２項に関する経験（弁護士）
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 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額（被疑侵害者の利益）の根拠の証明に困難性が…

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（弁護士）
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（弁護士）



特許法第１０２条第３項に関する経験
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a. 同制度を知らない

b. 同制度を知っているが、経験はない

特許権者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

特許法第102条第３項に関する経験（企業）
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c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額（実施料相当額）の根拠の証明に困難性があった

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c2①. 証拠として提示できるライセンス料率が低額であった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（企業）
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2
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（企業）

3

22

19

1

0 10 20

b. 代理人として同制度の経験はない

特許権者の代理人としての経験がある

被疑侵害者の代理人としての経験がある

無回答

特許法第102条第３項に関する経験（弁護士）
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c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c1. 損害賠償額（実施料相当額）の根拠の証明に困難性があった

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

c2①. 証拠として提示できるライセンス料率が低額であった

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

c4. その他

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

d1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求した

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

d3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

d4. その他と併せて請求

特許権者としての経験（弁護士）
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e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された

e1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求された

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

e3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者としての経験（弁護士）



損害計算のための鑑定の経験
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a. 同制度を知らない

b. 同制度を知っているが、経験はない

特許権者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

損害計算のための鑑定に関する経験（企業）
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c. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

c1. 費用的な負担を懸念

c2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

c3. 鑑定人に任せることに不安があった

c4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

c5. その他

d. 自ら申し立てて鑑定がなされた

d1. 鑑定結果に満足できた

d2. 鑑定結果に満足できなかった

e. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた

e1. 鑑定結果に満足できた

e2. 鑑定結果に満足できなかった

特許権者としての経験（企業）
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f. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

f1. 費用的な負担を懸念

f2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

f3. 鑑定人に任せることに不安があった

f4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

f5. その他

g. 自ら申し立てて鑑定がなされた

g1. 鑑定結果に満足できた

g2. 鑑定結果に満足できなかった

h. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた

h1. 鑑定結果に満足できた

h2. 鑑定結果に満足できなかった

被疑侵害者としての経験（企業）

3

2

0

2

0

0

4

3

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6

c. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

c1. 費用的な負担を懸念

c2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

c3. 鑑定人に任せることに不安があった

c4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

c5. その他

d. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた

d1. 鑑定結果に満足できた

d2. 鑑定結果に満足できなかった

e. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた

e1. 鑑定結果に満足できた

e2. 鑑定結果に満足できなかった

特許権者としての経験（弁護士）
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f. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

f1. 費用的な負担を懸念

f2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

f3. 鑑定人に任せることに不安があった

f4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

f5. その他

g. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた

g1. 鑑定結果に満足できた

g2. 鑑定結果に満足できなかった

h. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた

h1. 鑑定結果に満足できた

h2. 鑑定結果に満足できなかった

被疑侵害者としての経験（弁護士）

19

6

4

0 10 20

b. 代理人として同制度の経験はない

特許権者の代理人としての経験がある

被疑侵害者の代理人としての経験がある

損害計算のための鑑定に関する経験（弁護士）
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